
古紙・衣類の持ち去り行為の規制に関するビデオカメラ運用規程 

 

 

１ 趣旨 

この規程は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次項に定める目的を達成す

るため、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する

条例」に規定する持ち去り行為等の規制に関するビデオカメラの運用に関して、必要

な事項を定めることにより、その適正な運用を図ることとする。 

 

２ 目的 

大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例に

規定する古紙・衣類の持ち去り行為の規制の実効性を強化し、持ち去り行為等の防止

に向けた対策を講じるとともに、持ち去り行為等が行いにくい環境づくりを目的とす

る。 

 

３ 運用概要 

（１）持ち去り行為等を行う禁止行為者に対して、行為者の特定や現認行為の状況に応

じ、別に定めるところにより、必要最低限の撮影を行うこととする。 

（２）禁止行為者に対し、指導等の際に行う撮影は、本市職員の指示に従わない場合や

身分証明証の提示に応じない場合など、限定的な撮影を行うこととする。 

（３）運用するビデオカメラは、別紙「ビデオカメラの設置場所等一覧」のとおりとす

る。 

 

４ 管理責任者等 

（１）ビデオカメラの適正な運用を図るため管理責任者を設定する。 

（２）設置者は、大阪市環境局長とする。 

（３）管理責任者は、別紙「ビデオカメラの設置場所等一覧」のとおりとする。 

（４）管理責任者は、ビデオカメラの操作を行わせるため、操作取扱者を大阪市廃棄物

の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第 15 条の３第３項

に定める証明証を付与する職員から指定する。 

 

５ 記録媒体及び画像の管理 

（１）保管場所 

ビデオカメラの保管場所は、別紙「ビデオカメラの設置場所等一覧」のとおりとし、

管理責任者が施錠を行うなどして、適正に管理することとする。 

（２）保存期間 

ア 禁止行為者の画像の保存期間は、概ね１年間とする。 

イ 禁止行為者ではないと判断できた場合は、速やかに画像を消去することとする。 



（３）画像の不必要な複製等の禁止  

記録された画像の不必要な複製や加工を行わないこととする。 

（４）画像の消去 

保存期間を経過した画像は、速やかにかつ確実に消去することとする。また、記録

媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認のう

え処分し、処分した日時、方法等を記録することとする。 

 

６ 画像の利用及び提供の制限  

（１）記録された画像は、目的以外の目的のために利用しないこととする。また、次の

場合を除き第三者に提供しないこととする。 

ア 法令に基づく場合 

イ 個人等の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要

性がある場合 

ウ 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため閲覧を求められたことに対して、協力

する必要がある場合（ただし、捜査機関等が画像の提出を求める場合は、文書によ

るものとする） 

（２）閲覧・提供にあたっては、相手方から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認

を行うとともに、閲覧・提供を行った日時、相手先、目的・理由、画像の内容等を記

録しておく。  

 

７ 苦情等への対応  

設置者及び管理責任者は、ビデオカメラの運用及び管理に関する苦情や問い合わせ

を受けたときは、誠実かつ迅速に対応することとする。  

 

（附則） 

この規程は、平成 29年 10月１日から施行する。 

（附則） 

この規程は、平成 30年５月 18日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

 

 

ビデオカメラの設置場所等一覧 

 

 

設置及び保管場所 所 在 地 管理責任者 記録媒体 台数 

東北環境事業センター 東淀川区上新庄 1-2-20 所長 
東北 01・東北 02・ 
東北 03 
SONY（HDR-CX470） 

３台 

城北環境事業センター 鶴見区焼野 2-11-1 所長 
城北 01・城北 02 
SONY（HDR-CX470） 

２台 

西北環境事業センター 西淀川区大和田 2-5-66 所長 
西北 01・西北 02 
SONY（HDR-CX470） 

２台 

中部環境事業センター 東住吉区杭全 1-6-28 所長 
中部 01・中部 02 
SONY（HDR-CX470） 

２台 

中部環境事業センター 
出張所 

浪速区塩草 2-1-1 
事業推進 
担当課長 

中部出 01・中部出 02 
SONY（HDR-CX470） 

２台 

西部環境事業センター 大正区小林西 1-20-29 所長 
西部 01・西部 02 
SONY（HDR-CX470） 

２台 

東部環境事業センター 生野区巽中 1-1-4 所長 
東部 01・東部 02 
SONY（HDR-CX470） 

２台 

西南環境事業センター 住之江区泉 1-1-111 所長 
西南 01・西南 02 
SONY（HDR-CX470） 

２台 

南部環境事業センター 西成区南津守 5-5-26 所長 
南部 01・南部 02 
SONY（HDR-CX470） 

２台 

東南環境事業センター 平野区瓜破南 1-3-40 所長 
東南 01・東南 02 
SONY（HDR-CX470） 

２台 

家庭ごみ減量課 
阿倍野区阿倍野筋 1-5-1 
あべのルシアス 13 階 

課長 
家庭 01 
SONY（HDR-CX535）       

１台 

 


